
平成28年度歯科診療報酬改定対応版完成！
クイントの“青本”絶賛発売中 !!

●お茶の水保険診療研究会：編／東京医科歯科大学歯科同窓会社会医療部：監修
● 968頁　● A4判　●定価本体：9,000円（税別）

改定のポイントを巻頭大特集で徹底解説！

請求上のヒント・アドバイス満載で圧倒的人気の“青本”をぜひお手元に！

★「新旧点数早見表」で
新設・見直し・廃止項目等が

ひとめでわかる！

★特集「平成 28年４月
改定のポイントと留意点」で
改定事項をフォロー

★ミスのない
カルテ作成＆保険請求を

サポート！

★主な新規導入項目はカルテを交えて詳述！

・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
・ 歯科用CT・マイクロスコープを用いた
４根管または樋状根の根管治療

・金属アレルギー患者の大臼歯CAD/CAM冠
・歯冠補綴時色調採得検査
・第一小臼歯部レジン前装金属冠ブリッジ
・ファイバーポストを用いた支台築造　など

●歯の保存に役立つ処置等の評価を引き上げ！
加圧根管充填処置、歯髄保護処置、根管貼薬処置、歯面清掃処置、初期う蝕充填処置、
う蝕薬物塗布処置、知覚過敏処置など

●口腔機能の回復をはかる補綴治療の評価を引き上げ！
支台築造印象、硬質レジンジャケット冠、有床義歯、鋳造鉤、線鉤、コンビネーション鉤、
バー、補綴隙、有床義歯修理、有床義歯内面適合法、歯科技工加算など

●その他、評価の新設・見直し等があった項目を解説！
・歯科外来診療環境体制加算の初診時・再診時加算の見直し
・歯科疾患管理料算定における文書提供要件の除外および加算への変更
・ 「６歳未満の乳幼児または著しく歯科治療が困難な者」「歯科訪問診療料と著しく歯科治
療が困難な者」への歯科訪問診療時および「歯科訪問診療料のみを算定する患者」への
歯科訪問診療時の処置・手術等における医療内容に応じた加算割合の見直し
・エナメル質初期う蝕罹患者に対するフッ化物歯面塗布処置の新設
・歯周外科手術時の暫間固定の算定要件の明確化
・床副子修理の新設
・難抜歯の抜歯部位に応じた評価への見直し
・歯科用アマルガム、ジャケット冠、金パラ屈曲バー、平行測定検査等の廃止
・補綴時診断料が１口腔単位から１装置単位の算定に変更
・ブリッジ支台歯形成加算の新設
・有床義歯内面適合法における軟質材料の保険適用（下顎総義歯に限る）
・有床義歯咀嚼機能検査の新設
・患者の状態や住まいの状況等を考慮した歯科訪問診療料の適正化
・舌接触補助床（PAP）装着患者に対する舌圧検査の新設
・周術期口腔機能管理を推進するための評価の充実
・歯科矯正の適応症の拡大　etc…

購読者向け
「歯科保険請求2016最新情報」PCサイトのご案内
３月下旬以降に厚生労働省等から出される追加情報や、それにともなう訂正等については

「歯科保険請求2016最新情報」サイトで随時発信します！

※ 本書掲載の診療報酬明細書、略称、「摘要」欄記載等は、編集時点で平成28年 4月改定後のものが発表されていない
ため、従来の内容にて作成しています。後日正式に発表されたものは上記ホームページ等でご確認をお願い致します。

PCからは…
弊社ホームページ「Quint Dental Gate(http://www.
quint-j.co.jp)」内「歯科保険請求2016最新情報」の
バナーよりアクセス

スマートフォン等からは…
左のQRコードより同サイトへ

“青本”の姉妹書（モリタ友の会限定）として大好評！

誰でもわかる  2016年歯科保険請求 虎の巻

“モリタ友の会”会員様に６月配布予定！
・ 歯科保険請求2016年大改定のポイント
を最新情報（3月・4月の通達・疑義解釈）
を加え、Ｑ＆Ａで詳しくフォローする

★ モリタ友の会入会申込みは
下記ホームページへ
http://www.dental-plaza.com 非売品

平成28年度歯科診療報酬改定対応版完成！平成28年度歯科診療報酬改定対応版完成！歯科改定
率

プラス0.
61％

●かかりつけ歯科医機能推進のための包括的・継続的な管理の評価を導入！
・新たに「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準を設定
基準を満たすことで「エナメル質初期う蝕管理加算（月１回）」「歯周病安定期
治療（Ⅱ）（月１回）」「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の加算
（月４回）」が算定できる

改定のポイントを巻頭大特集で徹底解説！改定のポイントを巻頭大特集で徹底解説！

ご注文・お問い合わせは……03-5842-2272（営業部）または 歯学書ドットコムまで！

今改定の大きな目玉
はコレだ！

今改定の大きな目玉
はコレだ！
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